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  滋賀県後期高齢者医療広域連合財政事情の公表について 

 

 

 滋賀県後期高齢者医療広域連合財政事情の公表に関する条例（平成１９年滋賀県後

期高齢者医療広域連合条例第２５号）第２条の規定により、平成２５年１０月１日か

ら平成２６年３月３１日までの期間における滋賀県後期高齢者医療広域連合の財政

事情を公表する。 

 

 

  平成２６年６月２日 

 

 

             滋賀県後期高齢者医療広域連合長  橋 川  渉 

 

 

 

 滋賀県後期高齢者医療広域連合の財政事情 

 （平成２５年１０月１日から平成２６年３月３１日） 

   別紙のとおり 



 

 

 

 

 

財 政 状 況 の 公 表 
（平成 25年 10月 1日～平成 26年 3月 31日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年６月 

滋賀県後期高齢者医療広域連合 

 

 

 

 

 



 

 

財政の動向及び財政方針 

 

後期高齢者医療制度は、平成２０年４月の施行から６年が経過し、高齢者を支える

制度として定着してきています。このことは、被保険者の皆様のご理解とご協力はも

とより、広域連合と構成市町が連携して適切な制度の運営に取り組んできたことによ

るものと考えます。 

このような中、国においては、昨年末に公布・施行された「持続可能な社会保障制

度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づき、持続可能な医療保険制度

等を構築するため、必要な見直しに向けた手続きが進められているところです。 

当広域連合としましては、これらの動向について情報収集に努めるとともに、被保

険者の皆様に安心して医療を受けていただけるよう、引き続き安定した運営を行って

まいります。 

今回の財政状況の公表では、平成２５年度下半期（平成２５年１０月１日から平成

２６年３月３１日）における予算の執行概要、住民の負担の状況、広域連合の財産の

状況等について報告いたします。 

平成２５年度下半期においては、基幹事業である保険給付を円滑かつ適正に行うと

ともに、肺炎球菌ワクチン予防接種費用の助成、高齢者の健康づくりモデル事業、重

複・頻回受診者訪問指導、医療費通知、ジェネリック医薬品利用差額通知等の医療費

適正化の推進と健康診査事業の充実に取り組みました。 

今後とも、構成市町並びに全国の広域連合とも連携をとりながら、積極的な事業の

推進と公正で健全な財政運営に努めてまいります。 



　平成25年度下半期の予算執行状況ならびに財産、地方債および一時借入金の現在高は次の
とおりです。

【歳入】 予算現額 171,277 千円
収入済額 160,055 千円
収入率 93.45 ％

予算現額(千円) 収入済額(千円) 収入率(%)
95,641 95,641 100.00%
54,152 45,623 84.25%
2,718 0 0.00%

1 0 0.00%
18,623 18,623 100.00%

142 168 118.31%
171,277 160,055 93.45%

5 繰越金

4 繰入金

3 県支出金

2 国庫支出金

6 諸収入

5 繰越金

4 繰入金

3 県支出金

2 国庫支出金

【歳出】 予算現額 171,277 千円
支出済額 107,029 千円
支出率 62.49 ％

予算現額(千円) 支出済額(千円) 支出率(%)
388 248 63.91%

96,047 55,709 58.00%
56,216 41,993 74.70%

1 0 0.00%
16,625 9,079 54.61%
2,000 0 0.00%

171,277 107,029 62.49%

6 予備費

5 諸支出金

4 公債費

3 民生費

2 総務費

1 議会費

6 予備費

5 諸支出金

4 公債費

3 民生費

2 総務費

3 県支出金

1 分担金及び負担金
2 国庫支出金

4 繰入金
5 繰越金
6 諸収入

合　　計

　　款
1 議会費

　　款

2 総務費
3 民生費
4 公債費
5 諸支出金
6 予備費

合　　計

《平成25年10月1日から平成26年3月31日までの期間における財政状況を示しています。》

一般会計予算の執行状況 
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平成2５年度 財政状況の公表 



【歳入】 予算現額 136,867,023 千円
収入済額 132,290,096 千円
収入率 96.66 ％

予算現額(千円) 収入済額(千円) 収入率(%)
22,959,944 22,388,522 97.51%
44,274,025 44,628,533 100.80%
11,289,429 11,248,465 99.64%
54,057,093 49,953,005 92.41%

33,024 29,140 88.24%
376 315 83.78%

1,031,713 805,466 78.07%
3,076,418 3,076,417 100.00%

1 0 0.00%
145,000 160,232 110.50%

136,867,023 132,290,096 96.66%

【歳出】 予算現額 136,867,023 千円
支出済額 123,638,050 千円
支出率 90.33 ％

予算現額(千円) 支出済額(千円) 支出率(%)
495,385 403,569 81.47%

130,720,269 119,792,218 91.64%
111,068 111,068 100.00%
30,024 29,419 97.98%

231,349 69,651 30.11%
258,961 258,900 99.97%

1 0 0.00%
2,976,514 2,973,225 99.89%
2,043,452 0 0.00%

136,867,023 123,638,050 90.33%

1 総務費
2 保険給付費

9 予備費
合　　計

4 特別高額医療費共同事業拠出金
5 保健事業費

7 公債費
8 諸支出金

6 基金積立金

9 県財政安定化基金借入金
10 諸収入

合　　計

8 繰越金

　　款

　　款
1 市町支出金
2 国庫支出金
3 県支出金
4 支払基金交付金
5 特別高額医療費共同事業交付金
6 財産収入

3 県財政安定化基金拠出金

7 繰入金

後期高齢者医療特別会計予算の執行状況 
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　後期高齢者医療保険料は、制度を運営するうえで重要な財源です。保険料の適正公平な賦課
徴収に努めております。

区分
予算現額（千円）

Ａ
収入済額（千円）

Ｂ
収入率(%)
Ｂ/Ａ×100

被保険者数
（人）

Ｃ

被保険者1人
当りの保険料
　Ａ/Ｃ（円）

保険料（特別徴収分） 6,481,816 6,375,823 98.36%

保険料（普通徴収分） 3,143,691 2,962,953 94.25%

合　　　計 9,625,507 9,338,776 97.02% 154,202 62,421

区分

公有財産

物品(重要物品)

債権

基金

　重要物品とは、形状を変えることなく、比較的長期間使用ができるもので、購入評価価格が100万円以上の
備品です。

　地方債とは、特定の財源に充てる目的で資金を借り入れることで、長期にわたる債務です。

平成26年3月31日現在 0 円

　一時借入金とは、年度途中で一時的に資金が不足する場合に借り入れる借入金です。
(単位:千円)

一般会計 後期高齢者医療特別会計

予算限度額 3,000 1,000,000

平成26年3月31日現在高 0 0 （借入実績なし）

な　　し

18,576万円(臨時特例基金)
　25,859万円(給付等準備基金)

119万円(公　用　車)

現在高

な　　し

広域連合の財産 

地方債の額 

一時借入金 

住民の負担の状況 


